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ヘルパーステーションしらさぎ桜苑 

【介護保険の法定利用料及び利用申込者の負担概算】 

                                令和 3 年 4月１日 現在 

（１） 身体介護型   
単位数 ２３区の訪問

介護料金 

利用者負担金 

（１割負担） 

利用者負担金 

（２割負担） 

利用者負担金 

（３割負担） 

２０分未満 １６７単位 １,９０３円 １９１円 ３８１円 ５７１円 

２０分以上３０分未満 ２５０単位 ２,８５０円 ２８５円 ５７０円 ８５５円 

３０分以上１時間未満 ３９６単位 ４,５１４円 ４５２円 ９０３円  １,３５５円 

１時間以上１時間半未満 ５７９単位 ６,６００円 ６６０円 １,３２０円 １,９８０円 

※上記の身体介護に引き続き身体介護を３０分以上行った場合は、３０分を増すごとに８４単位を 

加算いたします。 

 

（２） 生活援助型  
単位数 ２３区の訪問 

介護料金 

利用者負担金 

（1割負担） 

利用者負担金 

（２割負担） 

利用者負担金 

（３割負担） 

２０分以上４５分未満 １８３単位 ２,０８６円 ２０９円 ４１８円 ６２６円 

４５分以上 ２２５単位 ２,５６５円 ２５７円 ５１３円 ７７０円 

※身体介護に引き続き生活援助を行った場合は、２５分以上６７単位４５分以上１３４単位、 

７０分以上２０１単位になります。 

※新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、令和３年９月末までの間、   

所定単位数の１/１０００に相当する単位数を算定します。 

 

（３）加算料金 

     〈初回加算〉新規に訪問介護計画を作成し、初回に実施した訪問介護と同月内にサービス提供責

任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合。

２００単位／月加算 利用申込者負担金／２２８円（1 割負担）・４５６円（２割負担）・６８４

円（３割負担） 

   〈緊急時訪問介護加算〉利用申込者や家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマ

ネージャーとの連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス提供責任者又は

訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場合。 

１００単位／回加算利用申込者負担金／１１４円（１割負担）・２２８円（２割負担）・３４２円

（３割負担） 

〈生活機能向上連携加算（Ⅰ）〉 

・訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリ 

テーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数２００床未満のものに限る） 

の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師からの助言（アセスメント・カンファレンス） 

を受ける事が出来る体制を構築し、助言を受けた上でサービス提供責任者が生活機能の向上を 

目的とした訪問介護計画書を作成（変更）した場合。 



・当該理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師は、通所リハビリテーション等のサービス 

提供の場、又はＩＣＴを活用した動画等により利用者の状態を把握した上で上限を行う事を 

定期的に行った場合。 

１００単位／月 利用申込者負担金／１１４円（１割負担）・２２８円（２割負担）・３４２円（３割負

担） 

   〈処遇改善加算〉介護職員の賃金の改善等実施している事業所に対して所定の単価数。 

１３７／１０００に相当する単位数分を算定。 

   〈介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ〉 

   ・別に、厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているもの 

    として届け出を行った事業所について次の額を算定。 

    ４２/１０００に相当する単位数分を算定。 

 

 （４）減算料金 

    事務所と同一敷地内又は隣接する敷地内の建物に居住する利用者２０人以上５０人未満の建

物を訪問する場合。      

９０/１００に相当する単位数を算定。 

 

時間外料金 

通常の時間帯以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で支給限度額の範囲内であれば、

介護保険給付の対象となります。 

 

提供時間帯 早朝 夜間 深夜 

時 間 帯 午前 ６時から 

午前 ８時まで 

午後 ６時から 

午後１０時まで 

午後１０時から 

午前 ６時まで 

割   合 ２５％ ２５％ ５０％ 

 

・ 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として訪問介護料金(料金表)の自己負担金

（１割・２割・３割）です。ただし介護保険の給付の範囲を超えたサービスの利用は、全額自己

負担になります。 

・ やむを得ない事情で、かつ、利用者の方の同意を得て２人で訪問した場合、２人分の料金となり

ます。 

・ 利用申込者都合により、指定の日時までにキャンセルの連絡が無くキャンセルとなった場合は、

訪問介護料の１割に相当する額をご負担いただきます。 

 

【介護保険外の利用料】 

 

（１） 交通費〔通常の訪問介護地域(中野区・練馬区)以外への訪問〕 

事業所の実施区域を越える地点から、片道１キロメートルごとに１００円、別途消費税がかかり

ます。 

（２）介護保険支給限度額を超える訪問介護利用料は全額自己負担となり、金額は介護保険単価に準じ

ます。   １単位    １１．４円 

 


